
 

 

財政健全化判断比率等について (平成 25 年度決算) 

 
 

1111    健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率    
    

平成25年度決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、下記のとおり、いずれの指標についても早期健

全化基準を下回りました。 

    しかし、各比率を前年度との比較で見ると、将来負担比率では好転しているものの、実質公債費比率は3カ

年平均で算出されるため、平成23年度に借り入れた第三セクター等改革推進債などの影響を受け、3カ年平均

としては比率が若干上昇しております。電気料金の値上げや企業会計の健全化に向けた一般会計からの補助

金の支出などもあり、依然、自由に使えるお金はわずかしかないことから、今後も一層の財政健全化への取

組みに努めてまいります。    

                                                             （単位：％） 

 平成 25 年度 平成 24 年度 増 減 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 ― ― ― １１．２７ ２０．００ 

連結実質赤字比率 ― ― ― １６．２７ ３０．００ 

実質公債費比率 １２．４ １２．０ ０．４ ２５．０ ３５．０ 

将来負担比率 １４６．５ １５８．４ △ 11．9 ３５０．０  

     ※実質赤字比率・連結実質赤字比率が算定されない場合は「－」で表示 
 

     ○標準財政規模（臨時財政対策債を含む） 

１年間の市税、地方交付税などの通常経常的に収入されるであろう一般財源の額で、各地方自治体の

標準的な財政規模を示すもの。 

平成25年度は、前年度と比較すると約9千万円増加しています。 

                                                         （単位：千円） 

 平成 25 年度 平成 24 年度 増 減 

標準財政規模 49,019,023 48,926,090  92,933 

 

 

（１）実質赤字比率の状況      【25】なし 【24】なし 
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には赤字

の早期解消を図る必要があります。 

     一般会計、動物園事業会計を合わせて、黒字決算のため該当となりません。なお、各会計の実質

収支の額は表①の一般会計等をご覧ください。 

 

 

  

 

 

 

 （２）連結実質赤字比率の状況  【25】なし 【24】なし 

公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額（または資金不足額）の標準財政規模に対する比

率であり、これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。 

全会計を合わせて、黒字決算のため該当となりません。 

表①に会計ごとの数値を記載していますが、市設魚揚場事業で資金不足を生じております。なお、下

水道事業では、実質的な資金不足額約65億9千万円の全額が解消可能資金不足額として、資金不足額から

控除されています。 

当市では、市設魚揚場事業会計において、多額の不良債務を抱えていることから、平成21年度に「経

営健全化計画」を策定しており、企業会計が独自に経営健全化に取り組むとともに、一般会計からも

一定の支援を行いながら、市をあげて財政の健全化に取り組んでいます。 

 

実質赤字比率＝ 
一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 



 

 

表① 会計別収支等の状況 

 

一般会計等                                              （単位：千円） 

会 計 名 
実 質 収 支 額 

平成 25 年度 平成 24 年度 増 減 

一般 485,119 64,610 420,509 

動物園事業 4,395 7,069 △ 2,674 

計   （Ａ） 489,514 71,679 417,835 

 

特別会計                                               （単位：千円） 

会 計 名 
実 質 収 支 額 

平成 25 年度 平成 24 年度 増 減 

国民健康保険 102,728 193,899 △ 91,171 

国民健康保険音別診療所事業 0 1 △ 1 

後期高齢者医療 39,340 42,794 △ 3,454 

介護保険 303,357 154,071 149,286 

駐車場事業 0 0 0 

計   （Ｂ） 445,425 390,765 54,660 

 

企業会計（法非適用含む）                        （単位：千円）  

会 計 名 
資金不足・剰余額 

平成 25 年度 平成 24 年度 増 減 

病院事業 1,457,794 1,024,416 433,378 

水道事業 2,720,275 2,445,307 274,968 

工業用水道事業 57,661 187,371 △ 129,710 

下水道事業 0 0 0 

公設地方卸売市場事業 40,656 18,011 22,645 

市設魚揚場事業 △ 1,433,771 △ 1,763,544 329,773 

港湾整備事業 810,867 0 810,867 

農業用簡易水道事業 646 570 76 

計   （C）  3,654,128 1,912,131 1,741,997 

                    ※農業用簡易水道事業は、法非適用企業会計 

 

（単位：千円） 

連結収支の状況 

（A+B+C） 
4,589,067 2,374,575 2,214,492 

 

※解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的な資金の不足額が生じる等の事情があ

る場合において、資金の不足額から控除する一定の額。 

 

 

 

 

 

 

（主な増減理由） 

工業用水道事業において剰余額が減少したものの、一般会計における実質収支額や、病院事業、港湾整

備事業会計における剰余額の増加、市設魚揚場事業会計における資金不足の圧縮等により昨年度に引き続

き黒字となっています。 

 

連結実質赤字比率＝ 
連結実質赤字額 

標準財政規模 



 

 

 

（３）実質公債費比率の状況    【25】12.4%  【24】12.0% ※比率は、３カ年平均で算出されます。 

一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率であり、18％を超えると起債の

許可が必要となり、25％を超えると一部の起債発行が制限されます。 

比率は早期健全化基準を下回っていますが、今後も建設事業に充てるために借入れる地方債は「返す

以上に借りない」という方針のもとに、公債費の抑制に努めてまいります。 
 

 

 

 

 

 

 （主な増減理由） 

   平成25年度において、地方債の元利償還金の一般財源が増加しましたが、分母の標準財政規模が増加し

たことから、単年度の比率が0.2ポイント減少しましたが、平成23～25年度の3カ年平均では、0.4ポイン

ト悪化しています。 
                                                  （単位：千円） 

項   目 平成 25 年度 平成 24 年度 増 減 

地方債の元利償還金 13,077,660 13,229,030 △ 151,370 

特定財源 2,200,936 2,354,167 △ 153,231 

差引（元利償還金の一般財源） 10,876,724 10,874,863 1,861 

 

（４）将来負担比率の状況      【25】146.5%   【24】158.4%   

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来

財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。この比率を算定するに当たっての将来負担額に

は、一般会計等の地方債残高に加え、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の会計の公債

費に充てるため一般会計等が負担することになる見込額、退職手当支給予定額、地方公社の負債額や第

三セクター等のために債務を負担している場合の一般会計等の負担見込額、連結実質赤字額などが含ま

れることとされています。 

この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う可能性があることから、今後の財政運営が

圧迫される可能性が高くなります。 

表②にそれぞれ項目ごとの平成26年度以降の負担額を記載しています。比率は早期健全化基準を下回

っており、全ての項目において前年度と比較し負担額が減少しております。 

 

 表② 将来負担額の状況 

                                                            （単位：千円） 

項               目 
負担額 

平成 25 年度 平成 24 年度 増 減 

一般会計等の前年度末における地方債現在高 126,561,772 128,087,294 △ 1,525,522 

債務負担行為に基づく支出予定額 1,545,724 1,684,146 △ 138,422 

公営企業債等繰入見込額 23,054,068 23,391,425 △ 337,357 

組合負担等見込額 2,272,980 2,591,169 △ 318,189 

退職手当負担見込額 14,242,032 15,424,540 △ 1,182,508 

連結実質赤字額 － － － 

設立法人の負債額等のうち一般会計等の負担見込額 3,200 4,800 △ 1,600 

内訳 北斗霊園 3,200 4,800 △1,600 

合     計 167,679,776 171,183,374 △ 3,503,598 

 

 

 

 

 

 

 

実質公債費比率＝ 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 

（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
 

標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 

将来負担比率＝ 
将来負担額－(充当可能基金額＋特定財源＋地方債残高等に係る基準財政需要額算入額) 

 
標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 



 

 

 （主な増減理由） 

    一般会計等の前年度末における地方債現在高の減少などにより、将来負担額が約35億円減少したほか、

分母の標準財政規模が増加したことから、前年度と比較すると比率が11.9ポイント好転しています。 

 

 

２２２２    資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率    

    
資金不足比率は、公営企業ごとに算出するもので、一般会計での実質赤字額に相当する資金不足額の、事

業の規模（営業収益の額 － 受託工事収益の額）に対する比率です。 

市設魚揚場事業で、2,024.7％と経営健全化基準を上回る比率となっております。 

なお、市設魚揚場事業につきましては、平成21年度に策定した「経営健全化計画」に基づき、資金不足

の確実な解消に努めてまいります。 

                                         （単位：％） 

会 計 名 平成 25 年度 平成 24 年度 増 減 経営健全化基準 

病院事業 ― ― ― 

２０．０ 

水道事業 ― ―    ― 

工業用水道事業 ― ―    ― 

下水道事業 ― ―    ― 

公設地方卸売市場事業 ― ― ― 

市設魚揚場事業 ２，０２４．７ ２，４４８．０ △ ４２３．３ 

港湾整備事業 ― ― ― 

農業用簡易水道事業 ― ― ― 

※資金不足比率が算定されない場合は「－」で表示 
 

 

 

 

 

 

  （主な増減理由） 

市設魚揚場事業は、経費の削減や一般会計からの支援等により資金不足が圧縮され、比率は好転してい

ます。 
 （単位：千円） 

会 計 名 
資金不足額 事業の規模 

平成25 年度 平成24 年度 増 減 平成25 年度 平成24 年度 増 減 

市設魚揚場事業 △1,433,771 △1,763,544 329,773 70,813 72,038 △1,225 

                              

 

 

資金不足比率＝ 
資金の不足額 

事業の規模 


